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令和７年10月に開催した47都道府県支部評議会において、平均保険料率に
ついて、ご議論いただいた。

各支部から提出された評議会における平均保険料率に対する意見の概要は
以下のとおりであった。

➢ 平均保険料率に関する論点 ※（ ）内は昨年の支部数

➢ 平均保険料率に関する論点
協会けんぽの財政は、収入の面においては、近年は賃上げ等の影響により保険料収入が増
加しているが、定率で負担する社会保険料の額は賃金水準の上昇に比例して伸びることから、
事業主や被保険者にとって、その負担感が増しているとの声がある。

一方、支出の面においては、今後も加入者の平均年齢の上昇や医療の高度化等により保
険給付費の継続的な増加が見込まれるほか、「骨太の方針2025」において、診療報酬改定に
関して、高齢化の影響に加えて物価上昇や賃上げの影響を反映する方針が示されており、
2026（令和８）年度の医療費の伸びは例年以上に高いものとなる可能性がある。このような
状況の中で、来年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準について、どのように考えるか。

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 27支部（36支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 19支部（10支部）

③ 引き下げるべきという支部 １支部（１支部）

令和８年度 平均保険料率に関する論点
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2ページ以降、一都三県の支部意見を一部抜粋している。
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